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新発田市役所へのお問い合わせは
ヨリネスしばた（市役所本庁舎）
〒957-8686 新発田市中央町3-3-3

☎0254-22-3030（代表）
市ホームページ  www.city.shibata.lg.jp

新発田のいいところ きっと見つかる

市ではSNSで情報発信しています！
「広報しばた」は下記の二次元バーコードからも

ご覧いただけます情報ピックアップ／ 
人権を尊重していくために
知っていますか「ヤングケアラー」 ほか

　同カードは、現在、中学生までのお子さんがいる約６３００世帯が利用しています。協賛
店は、市ホームページで、店名やサービス内容を紹介します。ぜひ、登録をお願いします。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

対象＝「子育て応援きらきらカード」の利用者に、サービスの提供が可能な市内のお店
（法人・個人は問いません）
※サービスの内容は、任意で設定できます
登録受付＝随時
登録方法＝協賛店登録届を直接、郵送、ファックスまたはEメールで提出してください。登
録届は、こども課にあるほか、市ホームページでダウンロードできます

「子育て応援きらきらカード」の「子育て応援きらきらカード」の
協賛店を募集しています協賛店を募集しています
申込み・問合せ先=こども課子育て支援係（ヨリネスしばた2階、☎２８-９２３２）

　カードを協賛店舗で提示すると、サービスが受けられます。新発田市・聖
籠町・胎内市に加えて、４月から新たに新潟市・田上町の協賛店舗でも利用
できるようになりました。ぜひ、ご利用ください。
交付対象＝市内に住所を有する中学３年生までのお子さんがいる世帯
※カードの交付申請は随時受け付けていますので、まだお持ちでない対象世帯の方は、
申請してください。詳しくは、お問い合わせください
協賛店舗＝協賛店舗の入り口に貼られているステッカーが目印です。対象店舗やサービ
ス内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください

「子育て応援きらきらカード」が
さらに便利になりました！

▲広域連携マーク


